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（
農
林
水
産
委
員
会
）

競
馬
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
八
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
近
年
に
お
け
る
地
方
競
馬
主
催
者
の
厳
し
い
事
業
収
支
の
状
況
に
鑑
み
、
地
方
競
馬
の
振
興
等
を
図
る
た

め
、
地
方
競
馬
全
国
協
会
の
行
う
業
務
に
必
要
な
資
金
の
確
保
措
置
の
期
限
延
長
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な

内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
地
方
競
馬
全
国
協
会
の
行
う
業
務
に
必
要
な
資
金
の
確
保
措
置
の
延
長

１

地
方
競
馬
全
国
協
会
が
行
う
競
馬
活
性
化
計
画
に
基
づ
く
事
業
に
対
す
る
補
助
業
務
等
に
必
要
な
経
費
の
財
源
に
充
て

る
た
め
、
農
林
水
産
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
金
額
を
畜
産
振
興
勘
定
か
ら
競
馬
活
性
化
勘
定
に
繰
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き

る
措
置
の
期
限
を
五
年
間
延
長
す
る
こ
と
と
す
る
。

２

地
方
競
馬
全
国
協
会
が
行
う
競
馬
活
性
化
計
画
に
基
づ
く
事
業
に
対
す
る
補
助
業
務
、
競
走
馬
生
産
振
興
業
務
等
に
必

要
な
経
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
、
日
本
中
央
競
馬
会
が
特
別
振
興
資
金
か
ら
農
林
水
産
大
臣
の
定
め
る
金
額
を
地
方
競

馬
全
国
協
会
に
交
付
す
る
措
置
の
期
限
を
五
年
間
延
長
す
る
こ
と
と
す
る
。

二
、
施
行
期
日
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こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
。


